
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  個人事業を廃止した後に発生した貸倒損失 

Ｑ：私は、平成14年12月28日に金属加工業

を廃業しました。廃業時にＮ社に対する売掛

金400万円が残っていましたが、平成15年11月

14日にＮ社が倒産したため回収不能となって

しまいました。この場合の貸倒損失の取扱い

について教えて下さい。 

 

Ａ：廃業後に生じた貸倒損失は、廃業年分

又は、その前年分の必要経費に算入し、残額

がある場合には切捨てとなります。 

【解説】 

 所得税法上、不動産所得、事業所得又は山

林所得を生ずべき事業を廃止した後において、

その事業に係る費用又は損失の金額でその事

業を廃止しなかったとしたならば、その年分

以後の各年分の各種所得の金額の計算上必要

経費に算入されるべき金額が生じた場合には、

その事業を廃止した日の属する年分又はその

前年分の所得金額の計算上、必要経費に算入

することが認められています。 

 したがって、貸倒れとなった400万円は、ま

ず平成14年分の所得から差し引くことができ

ます。もし平成14年分で控除しきれない貸倒

損失の金額があれば平成13年分の所得からも

差し引くことができます。 

 なお、この特例を受けるには、貸倒れ等の

事実が生じた日の翌日から２ヵ月以内に更正

の請求をする必要があります。 

 また、事業を廃止した後に生じた貸倒損失

については、消費税法に規定されている貸倒

れに係る消費税額の控除等の適用はありませ

ん。  
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